
※専従者控除について
事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、6か月を超える期間その事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族（事業専従者）
1人につき、次のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
⑴配偶者は86万円、その他親族は50万円
⑵専従者控除前の所得金額÷（専従者数＋1）
なお、この専従者控除の額については、事業専従者の給与収入とみなされます。また、この事業専従者である方は控除対象配偶者及び扶養親
族にはなれません。

①住所・氏名・事業
所の所在地・業種・
屋号、自宅と事業所
の電話番号を記入し
てください。

②売上金額、仕入
れ金額などを集計し
て記入してください。

③経費をそれぞれ
項目に合わせて集
計した金額を記入し
てください。

⑥専従者控除があ
る方は、事業専従者
の氏名等を記入して
ください。

⑦【裏面】減価償却
資産の名称等・取得
（成熟）年月・取得価
格（償却資産額）・償
却の基礎になる金
額・償却方法・耐用
年数・事業専用割合
を記入してください。

④項目がない場合
は空欄に項目を作っ
て記入してください。

⑤給料賃金の内訳
を記入してください。

①

⑤

⑥

③

③

②

④

⑥



△減価償却の計算方法は、資産の取得時期によって異なります。
・平成19年4月1日以降に取得した資産・・・【定額法】
　　資産の取得価格×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
・平成19年3月31日以前に取得した資産・・・【旧定額法】
　　資産の取得価格の90％×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
（例）令和4年7月に軽自動車を124万円で購入、車両は事業用と自家用の兼用で使用する割合は80％の場合
　　減価償却費の計算　1,240,000円×0.250×6か月×/12か月×0.8＝124,000円

その他の収入の内訳等を記入してください。

（給付金・支援金など）

⑦



※専従者控除について
事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、6か月を超える期間その事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族（事業専従
者）1人につき、次のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
⑴配偶者は86万円、その他親族は50万円
⑵専従者控除前の所得金額÷（専従者数＋1）
なお、この専従者控除の額については、事業専従者の給与収入とみなされます。また、この事業専従者である方は控除対象配偶者及び扶養親
族にはなれません。

⑥専従者控除があ
る方は、事業専従者
の氏名等を記入して
ください。

⑦【裏面】減価償却
資産の名称等・取得
（成熟）年月・取得価
格（償却資産額）・償
却の基礎になる金
額・償却方法・耐用
年数・事業専用割合
を記入してください。

①住所・氏名・事業
所の所在地・業種・
屋号、自宅と事業所
の電話番号を記入し
てください。

②売上金額、仕入れ
金額などを集計して
記入してください。

③経費をそれぞれ
項目に合わせて集
計した金額を記入し
てください。

④項目がない場合
は空欄に項目を作っ
て記入してください。

⑤雇人費の内訳を
記入してください。
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減価償却の計算方法は、資産の取得時期によって異なります。
・平成19年4月1日以降に取得した資産・・・【定額法】
　　資産の取得価格×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
・平成19年3月31日以前に取得した資産・・・【旧定額法】
　　資産の取得価格の90％×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
（例）令和4年7月に軽自動車を124万円で購入、車両は事業用と自家用の兼用で使用する割合は80％の場合
　　減価償却費の計算　1,240,000円×0.250×6か月×/12か月×0.8＝124,000円

⑦



①住所・氏名・事業所
の所在地・業種・屋
号、自宅と事業所の電
話番号を記入してくだ
さい。

②収入を集計し、その
内訳まで記入してくだ
さい。

③経費をそれぞれ項
目に合わせて集計した
金額を記入してくださ
い。※１

④項目がない場合は
空欄に項目を作って記
入してください。

⑦【裏面】減価償却資
産の名称等・取得（成
熟）年月・取得価格（償
却資産額）・償却の基
礎になる金額・償却方
法・耐用年数・事業専
用割合を記入してくだ
さい。

⑤給料賃金の内訳を
記入してください。

⑥専従者控除がある
方は、事業専従者の
氏名等を記入してくだ
さい。※２

※１　必要経費になるものは、事業の収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費、その他費用のことを言い、例えば次に掲げるものになり
ます。
なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区
分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費になります。
　　売上原価　　・　　給与、賃金　　・　　地代、家賃　　・　　減価償却費
※２　専従者控除について
事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、6か月を超える期間その事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族（事業専従者）1人につ
き、次のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
⑴配偶者は86万円、その他親族は50万円
⑵専従者控除前の所得金額÷（専従者数＋1）
なお、この専従者控除の額については、事業専従者の給与収入とみなされます。また、この事業専従者である方は控除対象配偶者及び扶養親族にはな
れません。
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△減価償却の計算方法は、資産の取得時期によって異なります。
・平成19年4月1日以降に取得した資産・・・【定額法】
　　資産の取得価格×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
・平成19年3月31日以前に取得した資産・・・【旧定額法】
　　資産の取得価格の90％×償却率×使用月数/12×使用割合＝減価償却費
（例）令和4年7月に軽自動車を124万円で購入、車両は事業用と自家用の兼用で使用する割合は80％の場合
　　減価償却費の計算　1,240,000円×0.250×6か月×/12か月×0.8＝124,000円

⑦


